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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オペアンプ（１１）と、該オペアンプの第１入力端子と出力端子との間に挿入された積
分容量（Ｃ１）と、を有する積分器（１０，４０，７０）と、
　前記オペアンプの出力信号を量子化した量子化結果を出力する量子化器（２０）と、
　前記オペアンプにおける前記第１入力端子に接続され、前記積分容量に蓄積された電荷
の減算を行うためのＤＡＣ電圧（Ｖｄａｃ）を前記量子化結果に基づいて決定するＤＡＣ
（３０）と、を備えるＡ／Ｄ変換器であって、
　前記積分器は、前記積分容量と前記オペアンプの出力端子との間に、互いの接続をオン
オフするフィードバックスイッチ（Ｓ３）を有し、
　入力信号としてのアナログ信号は、前記積分容量と前記フィードバックスイッチとの間
に入力され、
　前記積分容量は、前記フィードバックスイッチがオフされた状態で前記アナログ信号を
サンプリングし、
　前記量子化器が前記オペアンプの出力に基づいて量子化を行い、
　前記ＤＡＣが前記量子化結果に基づいて前記積分容量に蓄積された電荷を順次減算する
ことにより前記アナログ信号をデジタル値に変換することを特徴とするＡ／Ｄ変換器。
【請求項２】
　前記ＤＡＣは、前記ＤＡＣ電圧として、アナロググランドレベルと、該アナロググラン
ドレベルよりも電位が高くされたハイレベル（Ｖｐ）と、前記アナロググランドレベルよ
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りも電位が低くされたローレベル（Ｖｍ）と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の
Ａ／Ｄ変換器。
【請求項３】
　前記ＤＡＣは、前記量子化結果に基づいた前記ＤＡＣ電圧の切り替え時において、前記
アナロググランドレベルを跨いで、前記ハイレベルと前記ローレベルとの間を相互に切り
替える動作を含むことを特徴とする請求項２に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項４】
　前記ＤＡＣは、前記量子化結果に基づいた前記ＤＡＣ電圧の切り替え時において、前記
ＤＡＣ電圧を前記アナロググランドレベルから変化させない動作を含むことを特徴とする
請求項２または請求項３に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項５】
　前記量子化器は、少なくとも１．５ビットの分解能で前記量子化結果を出力することを
特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項６】
　前記量子化器は、前記オペアンプの出力信号と閾値電圧とを比較するコンパレータ（２
１，２２，２３）を有し、前記閾値電圧が可変とされることを特徴とする請求項１～５の
いずれか１項に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項７】
　前記量子化器は、前記閾値電圧が可変とされることにより前記量子化器の分解能を可変
とすることを特徴とする請求項６に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項８】
　前記量子化器は、前記ＤＡＣによる前記積分容量に蓄積された電荷の１回の減算につき
、可変とされた前記閾値電圧を変化させながら複数回の前記量子化を行うことを特徴とす
る請求項６または請求項７に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項９】
　前記積分容量に蓄積された電荷の減算を、前記アナログ信号に依らない予め定められた
所定のサイクル数だけ繰り返すことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のＡ
／Ｄ変換器。
【請求項１０】
　予め定められた所定のサイクル数の電荷の前記減算を繰り返す動作の後、前記積分容量
に残存した残差を１ビットに設定された前記量子化器によりＡ／Ｄ変換して最下位ビット
を生成することを特徴とする請求項９に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項１１】
　前記オペアンプの出力端子に、前記量子化器に並列に接続された副ＡＤＣ（５０）を備
え、
　前記量子化器を介して前記デジタル値の上位ビットが生成され、前記副ＡＤＣを介して
残りの前記デジタル値の下位ビットが生成されることを特徴とする請求項１～９のいずれ
か１項に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項１２】
　前記積分器は、前記オペアンプにおける前記第１入力端子と前記出力端子との間におい
て、前記積分容量と並列に接続された増幅容量（Ｃ３）を有し、
　前記上位ビットの生成後において前記積分容量に残存した残差が前記増幅容量に転送さ
れ増幅された後、前記副ＡＤＣにより前記下位ビットが生成されることを特徴とする請求
項１１に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項１３】
　前記ＤＡＣは、前記ＤＡＣ電圧に応じた電荷が蓄積され、前記オペアンプの前記第１入
力端子に接続されるＤＡＣ容量（Ｃ２）を有し、
　前記上位ビットの生成後において前記積分容量に残存した残差が前記ＤＡＣ容量に転送
され増幅された後、前記副ＡＤＣにより前記下位ビットが生成されることを特徴とする請
求項１１に記載のＡ／Ｄ変換器。
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【請求項１４】
　前記積分容量は、前記上位ビットの生成後において、前記オペアンプに対して電気的に
切り離されることを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項１５】
　前記上位ビットの生成後において、前記副ＡＤＣにおけるＡ／Ｄ変換と並行して前記積
分容量に次のＡ／Ｄ変換にかかる前記アナログ信号がサンプリングされることを特徴とす
る請求項１４に記載のＡ／Ｄ変換器。
【請求項１６】
　前記上位ビットの生成後であって前記積分容量に残存した残差が前記副ＡＤＣに転送さ
れた後において、
　前記副ＡＤＣにおける前記下位ビットのＡ／Ｄ変換と並行して、次のＡ／Ｄ変換にかか
る前記アナログ信号のサンプリング、あるいは、次のＡ／Ｄ変換にかかる前記上位ビット
のＡ／Ｄ変換が行われることを特徴とする請求項１１～１５のいずれか１項に記載のＡ／
Ｄ変換器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、簡素な構成で、高速かつ高精度なＡ／Ｄ変換を実現できるＡ／Ｄ変換器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　環境問題やエネルギー問題を背景に、自動車や産業機器をより高速かつ高精度に制御し
て排出ガスを抑制したり、使用するエネルギー量を低減したりすることへの要求が高まっ
ている。自動車や産業機器を制御する制御回路はデジタル化が進んでおり、機器の物理的
状態を検出するセンサが出力するアナログ信号をＡ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）によってデジタ
ル信号に変換した上で、デジタル信号処理した結果を用いて機器を制御するのが一般的に
なっている。そのため、高速かつ高精度なＡＤＣに対する要求が高まっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の逐次比較（ＳＡＲ）型のＡＤＣは、ＡＤＣを構成する容量
素子の容量値の誤差に起因するＡ／Ｄ変換の非線形性誤差を低減するために、Ａ／Ｄ変換
を実行する際に使用する容量についてディザリングを実施するように構成されている。
【０００４】
　一方、特許文献２および非特許文献１に記載のＡＤＣは、デルタシグマ（ΔΣ）変調を
利用して高精度化を実現したデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器である。
【０００５】
　また、特許文献３に記載のＡ／Ｄ変換器は、アナログ量子化器によるフィードバック量
の大きさを可変にした増分デルタ（インクリメンタルΔ）型のＡ／Ｄ変換器である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８８１０４４３号明細書
【特許文献２】米国特許第５１８９４１９号明細書
【特許文献３】米国特許第６９９９０１４号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】K. C.-H. Chao,S. Nadeem, W. L. Lee, and C. G. Sodini, “A Higher
 Order Topology for Interpolative Modulators for Oversampling A/D Converter”, I
EEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 37, No. 3, Mar. 1990
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　特許文献１に記載のＡ／Ｄ変換器は、高精度化のためにディザリングと呼ばれる手法が
用いられている。しかしながら、ディザリングは素子の誤差を時間方向に分散して誤差を
見かけ上低減することはできるものの、時間方向に分散した誤差を完全に無くすことはで
きない。また、ディザリングを実施するためには追加の制御機構が必要であり、素子面積
や消費電力が増大してしまう虞がある。
【０００９】
　また、ディザリング以外の高精度化手法として、素子の誤差を測定した上で、素子の誤
差に応じた補正値を記憶し、補正値にもとづきＡ／Ｄ変換結果を補正するトリミングと呼
ばれる手法も広く用いられている。しかしながら、トリミングの実現には補正値を記憶す
るための記憶素子や記憶した補正値にもとづき補正を実行するための補正機構が追加で必
要となる。
【００１０】
　さらに、ＳＡＲ型のＡ／Ｄ変換器で主流となっている容量ＤＡＣを用いる回路構成では
、高精度化のためには容量ＤＡＣに用いる容量素子の比精度を高める必要があり、総容量
値を比較的大きくしなければならない。このため、Ａ／Ｄ変換の過程で大きな容量値を持
つ容量ＤＡＣを参照電圧によって駆動するため、参照電圧を十分に低いインピーダンスで
供給できないような状況においては、参照電圧のセトリングに比較的長い時間が必要であ
る。よって、高精度化のために容量値を大きくするほど高速化が困難になるという問題が
ある。
【００１１】
　また、非特許文献１に記載のデルタシグマ型のＡ／Ｄ変換器では、高精度化のためにオ
ーバーサンプリングが必要であるが、所望の信号帯域に対して１桁から２桁高い周波数で
オーバーサンプリングを実行するのが一般的であり、回路の動作周波数が変換速度を律速
することが多い。また、Ａ／Ｄ変換器の前段の入力信号源が高速なオーバーサンプリング
を実行するために必要な低い出力インピーダンスを持たない場合には、高速なバッファが
必要となるため、バッファの動作周波数が変換速度を律速することが多い。また、オーバ
ーサンプリングを実施し、かつ、高速化と高精度化のために高次のΔΣ変調を用いる場合
には、複数の異なるサンプリング時刻における入力信号に対してフィルタ処理がかかった
結果がＡ／Ｄ変換結果として出力される。そのため、例えばある特定の時刻の入力信号の
大きさのみを用いて機器の制御を行う用途には適さない。
【００１２】
　また、特許文献２に記載のデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器のように、デルタシグマ型Ａ／
Ｄ変換器にナイキストＡ／Ｄ変換器を組み合わせることで、高速化と高精度化を両立させ
るＡ／Ｄ変換器も知られている。このようなＡ／Ｄ変換器では、ΔΣ変調によりＡ／Ｄ変
換結果の上位ビット（ＭＳＢｓ）を生成し、ナイキストＡ／Ｄ変換器によりＡ／Ｄ変換結
果の下位ビット（ＬＳＢｓ）を生成することにより、高精度化と高速化を実現している。
しかしながら、このようなＡ／Ｄ変換器でも、前段のΔΣ変調器においてオーバーサンプ
リングを行うため、上述のナイキストＡ／Ｄ変換器を組み合わせないデルタシグマ型Ａ／
Ｄ変換器と同様に、Ａ／Ｄ変換器の前段バッファの動作周波数が高くなる問題や、特定の
時刻の入力信号のＡ／Ｄ変換結果が得られないという問題がある。
【００１３】
　また、特許文献３では、上記のデルタシグマ型のＡ／Ｄ変換器の問題点を解決するため
にデルタ変調を基本原理とする増分デルタ（インクリメンタルΔ）型Ａ／Ｄ変換器が提案
されている。このＡ／Ｄ変換に用いられるデルタ変調は、Ａ／Ｄ変換に必要なサイクル数
が高分解能化に伴って指数関数的に増加する問題点がある。そのため、サイクル数を低減
することによりＡ／Ｄ変換を高速化するために、大きさが異なる複数の参照電圧を用いる
ＤＡＣをフィードバックに用いている。すなわち、大きい参照電圧による粗い分解能のデ
ルタ変調と小さい参照電圧による細かい分解能のデルタ変調を組み合わせて実行すること
で、Ａ／Ｄ変換に必要なサイクル数を低減している。しかしながら、参照電圧を生成する
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回路を構成する素子の素子値には通常誤差があるため、複数の大きさが異なる参照電圧を
高い比精度で生成することは困難である。そのため、ＤＡＣによるフィードバック時に誤
差が発生し、高精度のＡ／Ｄ変換を実現することが困難である。また、粗い分解能と細か
い分解能のデルタ変調を組み合わせてＡ／Ｄ変換に必要なサイクル数を削減しても、Ａ／
Ｄ変換に必要なサイクル数が高分解能化に伴って指数関数的に増大するという問題が残る
。
【００１４】
　また、特許文献２および非特許文献１に記載のデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器の一般的な
構成や、特許文献３に示されるＡ／Ｄ変換器では、サンプリング容量と積分器の積分容量
が別の容量素子を用いて構成されるため、サンプリングにおける熱雑音を低減するために
は、サンプリング容量の容量値を大きくする必要がある。さらに、熱雑音を低減するため
にサンプリング容量の容量値を大きくすると、積分器の出力信号振幅の飽和を避けるため
に、サンプリング容量の大きさに応じて積分器の積分容量の容量値も大きくする必要があ
り、集積回路上に実現する場合には大きな面積が必要となる。
【００１５】
　また、サンプリング容量から積分器への信号電荷の転送が必要なため、転送時に発生す
る熱雑音やフリッカー雑音の影響を低減するために、積分器を構成するオペアンプの面積
や消費電力を増大して雑音を低減する必要がある。
【００１６】
　本発明は、上記問題点を鑑みてなされたものであり、簡素な構成で、高速かつ高精度な
Ａ／Ｄ変換を実現できるナイキストＡ／Ｄ変換器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　ここに開示される発明は、上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。な
お、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、ひとつの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、発明の技術的範囲を限
定するものではない。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明は、オペアンプ（１１）と、該オペアンプの第１入
力端子と出力端子との間に挿入された積分容量（Ｃ１）と、を有する積分器（１０，４０
，７０）と、オペアンプの出力信号を量子化した量子化値を出力する量子化器（２０）と
、オペアンプにおける第１入力端子に接続され、積分容量に蓄積された電荷の減算を行う
ためのＤＡＣ電圧（Ｖｄａｃ）を量子化値に基づいて決定するＤＡＣ（３０）と、を備え
るＡ／Ｄ変換器であって、積分器は、積分容量とオペアンプの出力端子との間に、互いの
接続をオンオフするフィードバックスイッチ（Ｓ３）を有し、入力信号としてのアナログ
信号は、積分容量とフィードバックスイッチとの間に入力され、積分容量は、フィードバ
ックスイッチがオフされた状態でアナログ信号をサンプリングし、量子化器がオペアンプ
の出力に基づいて量子化を行い、ＤＡＣが量子化値に基づいて積分容量に蓄積された電荷
を順次減算することによりアナログ信号をデジタル値に変換することを特徴としている。
【００１９】
　これによれば、入力信号としてのアナログ信号が積分器における積分容量に一回のサン
プリングにより保持され、サンプリングにより保持された電荷に基づいてＡ／Ｄ変換を行
うので、オーバーサンプリングを必要としない。すなわち、特定の時刻の入力信号に対し
てＡ／Ｄ変換を実行するナイキストＡ／Ｄ変換器を構成することができる。また、オーバ
ーサンプリングを必要としないので、回路の動作周波数が前段のバッファの動作周波数に
律速されず、高速なＡ／Ｄ変換を実現することができる。
【００２０】
　また、例えばＤＡＣを一つの容量を用いて構成し、かつ、ＤＡＣが実質一つの参照電圧
によって駆動されるように構成することで、構成要素の特性ばらつきに起因するＡ／Ｄ変
換の誤差を抑制できる。したがって、Ａ／Ｄ変換に用いるＤＡＣが複数の容量で構成され
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るＳＡＲ型のＡ／Ｄ変換器において、高精度化のためにしばしば行われるトリミングやデ
ィザリング等の操作を実施することなく、高精度なＡ／Ｄ変換を実現することができる。
また、特許文献３とは異なり複数の参照電圧を用いてＤＡＣを駆動しないことから、参照
電圧を発生する回路の誤差に起因するＡ／Ｄ変換の非線形性誤差が発生しない。
【００２１】
　また、積分容量を用いてサンプリングを実行するため、特許文献２や非特許文献１に示
されるデルタシグマ型のＡ／Ｄ変換器、および、特許文献３のように積分容量とサンプリ
ング容量が別の容量で構成されるＡ／Ｄ変換器と比較して、サンプリング後のサンプリン
グ容量と積分容量との間での信号電荷の転送が不要である。また、積分容量のリセットが
不要なため積分容量のリセットに起因する熱雑音が発生しない。このため、高速かつ低ノ
イズのＡ／Ｄ変換を実現することができる。また、熱雑音を十分低減するために大きな容
量値と面積を必要とするサンプリング容量を必要としないので、低コストにＡ／Ｄ変換を
実現することができる。
【００２２】
　また、特許文献１に示されるような多数の素子を要するＳＡＲ型のＡ／Ｄ変換器や非特
許文献１に示されるような高速化のために複数の積分器を要する高次のΔΣ変調を用いた
Ａ／Ｄ変換器に較べて簡素な構成でＡ／Ｄ変換を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態にかかるＡ／Ｄ変換器の概略構成を示す回路図である。
【図２】第１実施形態におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートである。
【図３】変形例１のＡ／Ｄ変換器におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図４】第２実施形態にかかるＡ／Ｄ変換器の概略構成を示す回路図である。
【図５】第２実施形態におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートである。
【図６】変形例２のＡ／Ｄ変換器におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図７】変形例３における量子化器の構成を示す回路図である。
【図８】変形例３のＡ／Ｄ変換器におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図９】変形例４のＡ／Ｄ変換器におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図１０】変形例５のＡ／Ｄ変換器におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図１１】第３実施形態にかかるＡ／Ｄ変換器の概略構成を示す回路図である。
【図１２】第３実施形態におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートである。
【図１３】第４実施形態にかかるＡ／Ｄ変換器の概略構成を示す回路図である。
【図１４】第４実施形態におけるＡ／Ｄ変換動作を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の各図相互において
、互いに同一もしくは均等である部分に、同一符号を付与する。
【００２５】
　（第１実施形態）
　最初に、図１を参照して、本実施形態に係るＡ／Ｄ変換器の概略構成について説明する
。
【００２６】
　図１に示すように、このＡ／Ｄ変換器１００は、積分器１０と、量子化器２０と、Ｄ／
Ａ変換器３０（以降、ＤＡＣ３０と示す）とを備えている。入力信号（Ｖｉｎ）はアナロ
グ信号であり、Ａ／Ｄ変換器１００から出力される信号（Ｄｏｕｔ）はデジタル信号であ



(7) JP 6436022 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

る。
【００２７】
　積分器１０は、オペアンプ１１と、積分容量Ｃ１と、フィードバックスイッチＳ３と、
を有している。積分容量Ｃ１は、オペアンプ１１の反転入力端子と出力端子との間に挿入
されている。フィードバックスイッチＳ３は積分容量Ｃ１とオペアンプ１１の出力端子と
の間に挿入されている。つまり、積分容量Ｃ１とフィードバックスイッチＳ３は互いに直
列接続されて、オペアンプ１１の反転入力端子と出力端子との間に配置されている。一方
、オペアンプ１１の非反転入力端子はアナロググランドレベル（ＡＧＮＤ）に接続されて
いる。ＡＧＮＤはＡ／Ｄ変換器１００全体の基準電位であり、必ずしも０Ｖとは限らない
。なお、特許請求の範囲に記載の第１入力端子とは、本実施形態における反転入力端子に
相当する。また、オペアンプ１１の反転入力端子は、スイッチＳ２を介してＡＧＮＤに接
続可能になっている。
【００２８】
　Ａ／Ｄ変換器１００の入力端子Ｔｉｎは、図１に示すように、積分容量Ｃ１とフィード
バックスイッチＳ３との間にスイッチＳ１を介して接続されている。このように構成すれ
ば、フィードバックスイッチＳ３をオフした状態でスイッチＳ１およびスイッチＳ２をオ
ンすることにより、積分容量Ｃ１に入力信号Ｖｉｎの大きさに基づいた電荷が蓄積される
。すなわち、積分容量Ｃ１に入力信号Ｖｉｎがサンプリングされる。以降、入力されるア
ナログ信号の電位を入力信号Ｖｉｎもしくは単にＶｉｎと称し、オペアンプ１１の出力端
子の電位を出力電圧Ｖｏｕｔもしくは単にＶｏｕｔと称する。スイッチＳ１およびスイッ
チＳ２をオフにしてフィードバックスイッチＳ３をオンの状態にすると、オペアンプ１１
の出力電圧Ｖｏｕｔと積分容量Ｃ１におけるＶｉｎを入力する側の一端の電位とが等しく
なる。以降、フィードバックスイッチＳ３を単にスイッチＳ３と称することがある。
【００２９】
　量子化器２０は、積分器１０の出力、すなわちオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔが入
力され、その出力電圧Ｖｏｕｔを量子化した結果であるＱｏｕｔを出力している。すなわ
ち、量子化器２０は、アナログ値であるＶｏｕｔを量子化し、デジタル値である量子化結
果Ｑｏｕｔに変換している。また、量子化器２０は、入力信号ＶｉｎをＡ／Ｄ変換した結
果であるＤｏｕｔを出力している。この量子化器２０は、コンパレータ２１と、ロジック
回路２４と、を有している。
【００３０】
　コンパレータ２１は、非反転入力端子にオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔが入力され
、反転入力端子にはＡＧＮＤが入力されている。コンパレータ２１の出力はロジック回路
２４に入力されている。ロジック回路２４は、コンパレータ２１の出力に基づいてＤＡＣ
３０に量子化結果Ｑｏｕｔを出力するとともに、Ａ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔを出力する。特
許請求の範囲に記載の量子化結果はＱｏｕｔに相当する。
【００３１】
　ロジック回路２４は、Ｖｏｕｔ≧ＡＧＮＤの場合は量子化結果Ｑｏｕｔとして１を出力
する。一方、Ｖｏｕｔ＜ＡＧＮＤの場合はＱｏｕｔとして－１を出力する。つまり、本実
施形態における量子化器２０は１ビットの量子化器である。また、ロジック回路２４はＡ
／Ｄ変換の過程で量子化器２０によって量子化が実行されるたびにＱｏｕｔを順次積分し
てＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔを生成する。量子化器２０のより具体的な動作は追って詳述す
る。
【００３２】
　ＤＡＣ３０はＤ／Ａ変換器であり、量子化器２０が出力する量子化結果Ｑｏｕｔに基づ
いて、ＤＡＣ３０が積分容量Ｃ１から減算する電荷の量を決定している。このＤＡＣ３０
は、参照電圧として、ＡＧＮＤよりも高い電位に設定されたハイレベルＶｐと、ＡＧＮＤ
よりも低い電位に設定されたローレベルＶｍとを実質的に有する２レベルＤ／Ａ変換器で
ある。なお、ＶｐとＶｍは、ＡＧＮＤが０Ｖの場合には、互いに絶対値が同一で正負が逆
の関係にあり、Ｖｐ＝－Ｖｍを満たすように設定される。
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【００３３】
　また、ＤＡＣ３０はＤＡＣ容量Ｃ２を有している。ＤＡＣ容量Ｃ２の一端にはスイッチ
Ｓ６～Ｓ８を介してＡＧＮＤおよび参照電圧を発生する電圧源が接続されている。具体的
には、ＤＡＣ容量Ｃ２の一端には、スイッチＳ６を介してＡＧＮＤが接続され、スイッチ
Ｓ７を介してＶｍが接続され、スイッチＳ８を介してＶｐが接続されている。ＤＡＣ容量
Ｃ２の一端の電位は、スイッチＳ６～Ｓ８によって排他的に選択されるＶｐ、Ｖｍもしく
はＡＧＮＤのうちいずれかと等しくなる。以降、ＤＡＣ容量Ｃ２の一端の電位をＤＡＣ電
圧Ｖｄａｃと称することがある。
【００３４】
　さらに、ＤＡＣ容量Ｃ２におけるオペアンプ１１の反転入力端子側の一端は、スイッチ
Ｓ４を介してＡＧＮＤに接続可能になっている。また、ＤＡＣ容量Ｃ２はオペアンプ１１
の反転入力端子とスイッチＳ５を介して接続されている。すなわち、ＤＡＣ３０は積分器
１０とスイッチＳ５を介して接続されている。
【００３５】
　ＤＡＣ容量Ｃ２には、スイッチＳ５をオフするとともにスイッチＳ４をオンにすること
によって、スイッチＳ７もしくはスイッチＳ８によって選択された参照電圧に基づいた電
荷が蓄積される。さらに、ＤＡＣ容量Ｃ２に電荷が蓄積された状態で、スイッチＳ４をオ
フするとともにスイッチＳ５をオンにすることによって、ＤＡＣ容量Ｃ２を積分器１０に
接続し、スイッチＳ７およびスイッチＳ８をオフするとともにスイッチＳ６をオンするこ
とによってＤＡＣ容量Ｃ２に蓄積された電荷が積分容量Ｃ１に転送される。すなわち、Ｄ
ＡＣ３０によって積分容量Ｃ１に蓄積された電荷の減算が行われる。
【００３６】
　本実施形態では、ＤＡＣ容量Ｃ２に電荷を蓄積する際に、Ｑｏｕｔ＝１の場合にはスイ
ッチＳ７がオンし、Ｑｏｕｔ＝－１の場合にはスイッチＳ８がオンするように構成されて
いる。ＡＧＮＤもＤＡＣ容量Ｃ２にスイッチＳ６を介して接続されているが、本実施形態
では、ＤＡＣ容量Ｃ２に蓄積される電荷がＶｐ－ＡＧＮＤ間もしくはＶｍ－ＡＧＮＤ間の
電位差を基準に決定されるため、ＡＧＮＤが０Ｖの場合には、ＤＡＣ容量Ｃ２に蓄積され
る電荷はＶｐもしくはＶｍの大きさによって決定され、ＡＧＮＤは実質Ｄ／Ａ変換の参照
電圧としては用いられない。
【００３７】
　次に、図２を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器１００の具体的な動作につい
て説明する。
【００３８】
　図２はＡ／Ｄ変換器１００の動作を示すタイミングチャートである。時刻ｔ１以前がサ
ンプリングの期間に相当し、時刻ｔ１以降がＡ／Ｄ変換の期間に相当する。
【００３９】
　＜サンプリング＞
　時刻ｔ１以前のサンプリングの期間において、スイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６がオン
とされ、スイッチＳ３，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８がオフとされている。スイッチＳ５がオフであ
るから、積分器１０とＤＡＣ３０とが互いに電気的に分離している。また、スイッチＳ３
がオフであるから、積分容量Ｃ１とオペアンプ１１の出力端子とが互いに電気的に分離し
ている。
【００４０】
　サンプリングの期間には、スイッチＳ１およびＳ２がオンしているので、積分容量Ｃ１
はその両端子がそれぞれ入力信号ＶｉｎとＡＧＮＤに接続された状態になっている。これ
により、積分容量Ｃ１には入力信号Ｖｉｎに基づいた電荷が蓄積される。すなわち、入力
信号Ｖｉｎが積分容量Ｃ１にサンプリングされる。
【００４１】
　一方、スイッチＳ４およびＳ６がオンしているので、ＤＡＣ容量Ｃ２の両端子がそれぞ
れＡＧＮＤに接続された状態になっている。これにより、ＤＡＣ容量Ｃ２は電荷が蓄積さ
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れない状態となっており、いわゆるリセットされた状態となっている。なお、ＤＡＣ容量
Ｃ２は、時刻ｔ１以降に量子化結果Ｑｏｕｔの値に基づいて電荷が蓄積されるため、リセ
ットの動作は必須ではない。
【００４２】
　＜Ａ／Ｄ変換＞
　時刻ｔ１以降のＡ／Ｄ変換の期間では、積分器１０の出力電圧Ｖｏｕｔを量子化器２０
によって量子化し、積分容量Ｃ１に蓄積された電荷から量子化結果Ｑｏｕｔに基づいた電
荷をＤＡＣ３０によって減算する動作を繰り返すことによって、入力信号ＶｉｎのＡ／Ｄ
変換が行われる。
【００４３】
　まず、時刻ｔ１においてスイッチＳ１およびスイッチＳ２がオフされ、スイッチＳ３が
オンされることによりオペアンプ１１の出力電圧ＶｏｕｔはＶｉｎと同一の電圧値となり
、Ｖｉｎが積分容量Ｃ１に保持される。図２に示す例では、時刻ｔ１～時刻ｔ３において
、Ｖｏｕｔは、量子化器２０を構成するコンパレータ２１の閾値電圧であるＡＧＮＤより
も大きい値である。このため、量子化器２０からはＱｏｕｔ＝１、Ｄｏｕｔ＝１が出力さ
れる。なお、時刻ｔ１以降、スイッチＳ１およびＳ２は常時オフであり、スイッチＳ３は
常時オンである。
【００４４】
　ＤＡＣ３０にはＱｏｕｔ＝１が入力され、時刻ｔ２においてスイッチＳ６がオフされる
とともにスイッチＳ７がオンされる。これにより、ＤＡＣ容量Ｃ２には、ローレベルＶｍ
とＡＧＮＤとの電位差およびＤＡＣ容量Ｃ２の容量値に基づいた電荷が蓄積される。
【００４５】
　その後、時刻ｔ３においてスイッチＳ４がオフされるとともにスイッチＳ５がオンされ
、且つ、スイッチＳ７がオフされるとともにスイッチＳ６がオンされる。これによって、
ＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの時刻ｔ３の前後における電位差（＝Ｖｍ－ＡＧＮＤ）とＤＡＣ容量
Ｃ２の容量値に応じた電荷がＤＡＣ容量Ｃ２から積分容量Ｃ１に転送されて、Ａ／Ｄ変換
の残差に相当する電圧がオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される。なお、時
刻ｔ２から時刻ｔ４に至る動作が積分容量Ｃ１からの最初の電荷の減算に係る１サイクル
である。以降、時刻ｔ２～時刻ｔ４と同様の減算に係る１サイクルを減算サイクルと呼ぶ
ことがある。
【００４６】
　時刻ｔ３～時刻ｔ５においては、オペアンプ１１は、入力信号Ｖｉｎをサンプリングし
た結果に相当する時刻ｔ１～時刻ｔ３における初期のＶｏｕｔからＤＡＣ３０によって最
初の減算を実行した結果生成されるＡ／Ｄ変換の残差をＶｏｕｔとして出力する。その残
差は、量子化器２０に入力され量子化される。図２に示すように、時刻ｔ３～時刻ｔ５に
おける残差はＡＧＮＤよりも大きい値である。このため、時刻ｔ１～時刻ｔ３と同様に量
子化器２０からはＱｏｕｔ＝１が出力される。また、最初の量子化の結果（時刻ｔ１～時
刻ｔ３のＱｏｕｔ＝１）と２回目の量子化の結果（時刻ｔ３～時刻ｔ５のＱｏｕｔ＝１）
とを積分した値であるＤｏｕｔ＝２が量子化器２０から出力される。なお、図２において
は簡略化のため時刻ｔ３においてただちにＶｏｕｔ、ＱｏｕｔおよびＤｏｕｔが変化し安
定するように表記してあるが、実際の動作においては積分器やスイッチ、量子化器等の動
作に伴う遅延により、時刻ｔ３においてＶｏｕｔが変化し始めてから安定して量子化結果
が確定するまでには、一定の時間を要する。また、時刻ｔ１から時刻ｔ３、および、時刻
ｔ３から時刻ｔ５に至る動作が量子化器２０による量子化に係る１サイクルである。以降
、同様の量子化に係る１サイクルを量子化サイクルと呼ぶことがある。
【００４７】
　時刻ｔ３～時刻ｔ５における２回目の量子化の結果は、時刻ｔ１～時刻ｔ３における最
初の量子化の結果と同様にＱｏｕｔ＝１である。そのため、図２に示す時刻ｔ４～時刻ｔ
６の間における２回目の減算サイクルでは、時刻ｔ２～時刻ｔ４の間における最初の減算
サイクルの動作と同様の動作で減算が実行される。時刻ｔ１～時刻ｔ７の間は、Ｖｏｕｔ



(10) JP 6436022 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

≧ＡＧＮＤの関係が成立するので、Ｑｏｕｔ＝１であり、Ｄｏｕｔは１量子化サイクルご
とに１ずつ加算されていく。時刻ｔ１～時刻ｔ７の間にＱｏｕｔ＝１の量子化サイクルが
５サイクル存在するため、時刻ｔ７の直前においてはＤｏｕｔ＝５となる。
【００４８】
　時刻ｔ７において５回目の減算が実行されると、ＶｏｕｔがＡＧＮＤを下回る。このた
め、時刻ｔ７～時刻ｔ９においては、量子化器２０はＱｏｕｔ＝－１を出力する。Ｑｏｕ
ｔが時刻ｔ７以前の１から－１に変化することにより、時刻ｔ８～時刻ｔ１０の減算サイ
クルでは、スイッチＳ７およびスイッチＳ８の動作は時刻ｔ８以前の減算サイクルとは異
なる動作となる。具体的には、時刻ｔ８においてスイッチＳ６がオフされるとともにスイ
ッチＳ８がオンされ、さらに、時刻ｔ９においてスイッチＳ８がオフされるとともにスイ
ッチＳ６がオンされる。この間、スイッチＳ７はオフの状態を維持する。これによって、
時刻ｔ９の前後におけるＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの電位差（＝Ｖｐ－ＡＧＮＤ）とＤＡＣ容量
Ｃ２の容量値に応じた電荷が積分容量Ｃ１に転送され、Ｖｏｕｔが増加する。
【００４９】
　時刻ｔ９～時刻ｔ１１においては、再びＶｏｕｔ≧ＡＧＮＤとなるため、Ｑｏｕｔ＝１
となり、Ｄｏｕｔ＝５となる。時刻ｔ９～時刻ｔ１１での量子化結果がＱｏｕｔ＝１のた
め、時刻ｔ１１において再びＶｏｕｔが減少して、Ｖｏｕｔ＜ＡＧＮＤとなる。これによ
り、時刻ｔ１１～時刻ｔ１３において、Ｑｏｕｔ＝－１が出力されてＤｏｕｔ＝４となる
。
【００５０】
　時刻ｔ１３までの８サイクルの量子化と７サイクルの減算によって、３ビット（９階調
）のＡ／Ｄ変換の分解能が得られている。時刻ｔ１３でＡ／Ｄ変換を終了してもよいが、
本実施形態では、さらに減算と量子化をそれぞれ１サイクルずつ実行して、Ａ／Ｄ変換の
分解能を４ビット（１６階調）にするように動作している。
【００５１】
　具体的には、図２に示すように、時刻ｔ１１～時刻ｔ１３の量子化サイクルにおける量
子化結果がＱｏｕｔ＝－１であることから、時刻ｔ１２～時刻ｔ１４において時刻ｔ８～
時刻ｔ１０と同様のＤＡＣ３０の動作によって、ＤＡＣ容量Ｃ２から積分容量Ｃ１へ電荷
が転送されＶｏｕｔが増加する。すなわち、最後の減算である８回目の減算が実行される
。
【００５２】
　時刻ｔ１３以降に、最後の量子化である９回目の量子化が実行される。最後の量子化に
おいては、量子化器２０はＶｏｕｔ≧ＡＧＮＤでＱｏｕｔ＝０を出力し、Ｖｏｕｔ＜ＡＧ
ＮＤの場合にＱｏｕｔ＝－１を出力するようになっている。図２に示す例では、Ｖｏｕｔ
≧ＡＧＮＤのためＱｏｕｔ＝０となり、Ｄｏｕｔ＝４となる。このＤｏｕｔの値が入力信
号Ｖｉｎの最終的なＡ／Ｄ変換結果となる。
【００５３】
　本発明のＡ／Ｄ変換器においては、積分容量Ｃ１からの電荷の減算および量子化器２０
による量子化は、入力信号Ｖｉｎのレベルに依らず所望の分解能が得られる所定のサイク
ル数だけ実行する。本実施形態では、Ａ／Ｄ変換器１００の所望の分解能がＮビットの場
合には、電荷の減算は２Ｎ－１サイクル、量子化は２Ｎ－１＋１サイクル必要となる。
【００５４】
　次に、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器１００の効果について説明する。
【００５５】
　このＡ／Ｄ変換器１００は、サンプリング時に積分容量Ｃ１をオペアンプ１１の出力端
子から切り離して、積分容量Ｃ１に入力信号Ｖｉｎを入力可能なように構成されるので、
積分容量Ｃ１のリセットが不要であり、かつ、一般的なデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器や特
許文献３に記載のＡ／Ｄ変換器が必要とするサンプリング容量から積分容量への信号電荷
の転送を省略することができる。従来の構成においては、積分容量のリセットとサンプリ
ング容量でのサンプリング、および、サンプリング容量から積分容量への信号電荷の転送
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において、それぞれ熱雑音やフリッカー雑音の影響が蓄積される。これに対して、本実施
形態では、積分容量Ｃ１のリセットやサンプリング容量から積分容量への信号電荷の転送
が不要なため、サンプリング容量から積分容量への信号電荷の転送を実施する構成と較べ
て、熱雑音やフリッカー雑音の影響を低減することができる。
【００５６】
　また、一般的なデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器や特許文献３に記載のＡ／Ｄ変換器と較べ
て、本実施形態では、サンプリング容量から積分容量への信号電荷の転送が不要で、かつ
、サンプリング容量が積分器に接続されることによるオペアンプ１１のフィードバックフ
ァクタの低下が無いため、オペアンプ１１や各種スイッチに対するスルーレートや帯域幅
、オン抵抗等の要求仕様を緩和でき、オペアンプやスイッチの消費電力や面積の低減、も
しくは、Ａ／Ｄ変換の高速化を実現できる。
【００５７】
　また、従来のように積分容量とサンプリング容量をそれぞれ有する構成では、入力信号
の振幅と積分器の出力信号の振幅が同程度である場合には、積分器の出力信号を飽和させ
ないために積分容量とサンプリング容量はおおむね同程度の容量値を必要とする。本実施
形態では、入力信号のサンプリングを、積分容量Ｃ１を用いて実施するため、サンプリン
グ容量が不要であり、半導体集積回路として実現する際に比較的大きな面積を要する容量
素子の面積をおおむね半分に削減することができる。
【００５８】
　また、このＡ／Ｄ変換器１００は、一度のサンプリングに対して一度のＡ／Ｄ変換を行
うナイキストＡ／Ｄ変換器である。このため、オーバーサンプリングを必要とする一般的
なデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器において、その前段にしばしば必要となる高速バッファを
必要としない。よって、サンプリングの速度に起因する変換周波数の制限が少なく、高速
かつ高精度のＡ／Ｄ変換を実現することができる。
【００５９】
　また、ひとつのＤＡＣ容量Ｃ２と実質１つの電位差（Ｖｐ－Ｖｍ）を基準として積分容
量Ｃ１に蓄積された電荷の減算が実施されることから、素子のばらつきや参照電圧を発生
する電源の電圧値の誤差に起因するＡ／Ｄ変換の非線形性誤差が発生しない。このため、
特許文献３に示されるようなＤＡＣの駆動に複数の参照電圧を用いる構成や、一般的なＳ
ＡＲ型Ａ／Ｄ変換器およびマルチビットのデルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器に見られるように
ＤＡＣを複数の容量で構成する場合と比較して、Ａ／Ｄ変換の非線形性誤差を低減するこ
とができる。したがって、ＳＡＲ型のＡ／Ｄ変換器において高精度化のために用いられる
ディザリングやトリミング等の操作を実施することなく、高精度なＡ／Ｄ変換を実現する
ことができる。
【００６０】
　また、多くの容量素子を用いるＳＡＲ型Ａ／Ｄ変換器や複数の積分器を用いる高次のデ
ルタシグマ型Ａ／Ｄ変換器に較べて、簡素な構成でＡ／Ｄ変換を実現することができる。
【００６１】
　さらに、本実施形態では、入力信号Ｖｉｎのレベルに依存せずに、所望のＡ／Ｄ変換の
分解能に応じた所定のサイクル数の電荷の減算を実行する。すなわち、減算により一旦オ
ペアンプ１１の出力電圧ＶｏｕｔがＡＧＮＤより大きい側から小さい側、もしくは、ＡＧ
ＮＤより小さい側から大きい側に超えても、所定のサイクル数に達するまで減算を継続す
る。特許文献３に示されるように、入力信号のレベルに依存してオペアンプによる演算回
数が異なる構成では、オペアンプのオフセット等に起因するＡ／Ｄ変換の誤差の大きさが
入力信号のレベルに依存するため、Ａ／Ｄ変換に非線形性誤差が発生する場合がある。こ
れに対して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器１００では、入力レベルに依存せずに同じ
回数の減算を実行する。このため、オペアンプ１１のオフセット等に起因するＡ／Ｄ変換
の誤差の入力レベル依存性が無い。すなわち、非線形性誤差が少ない高精度なＡ／Ｄ変換
を実現することができる。
【００６２】
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　（変形例１）
　第１実施形態に記載したような２レベルのＤＡＣ３０を採用する場合、第１実施形態の
ようにＶｐ－ＡＧＮＤ間の電位差、あるいはＶｍ－ＡＧＮＤ間の電位差を用いて電荷を減
算する方法のほかに、Ｖｐ－Ｖｍ間の電位差を用いて減算する方法を採用することもでき
る。
【００６３】
　本変形例におけるＡ／Ｄ変換器１００では、図３に示すように、第１実施形態に対して
スイッチＳ６～Ｓ８の動作を変更する。具体的には、減算サイクルの期間を含む時刻ｔ２
～時刻ｔ１４において、スイッチＳ６がオフ状態で維持されるとともに、量子化器２０の
出力Ｑｏｕｔに応じて、スイッチＳ７とスイッチＳ８のいずれかが排他的に減算サイクル
の前半にオンし、減算サイクルの後半ではスイッチＳ７とスイッチＳ８のオンとオフがそ
れぞれ減算サイクルの前半とは反転するように制御される。これにより、量子化器２０の
出力Ｑｏｕｔに応じてＤＡＣ容量Ｃ２の容量値およびＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの減算サイクル
の前半と後半の電位差（＝Ｖｐ－Ｖｍ、もしくは、Ｖｍ－Ｖｐ）によって決定される量の
電荷がＤＡＣ容量Ｃ２から積分容量Ｃ１に転送されて、Ａ／Ｄ変換の残差に相当する電圧
がオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される。
【００６４】
　なお、時刻ｔ２～時刻ｔ４の減算サイクルにおいて、ＤＡＣ３０の制御に用いられるＱ
ｏｕｔは時刻ｔ１～時刻ｔ３の量子化サイクルに出力されているＱｏｕｔ＝１である。す
なわち、量子化サイクルと対応する減算サイクルの間には、半サイクル分の時間的ずれが
存在する。そのため、時刻ｔ２～時刻ｔ４において、ＤＡＣ３０は時刻ｔ１～時刻ｔ３の
期間に出力されるＱｏｕｔ＝１をもとに制御されるように、量子化器２０の出力Ｑｏｕｔ
とＤＡＣ３０の制御との間に適宜遅延を挿入すればよい。もしくは、量子化器２０の出力
Ｑｏｕｔが変化するタイミングを図３に対して半量子化サイクル分遅らせるように構成し
てもよい。
【００６５】
　本変形例におけるＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの１減算サイクルの前半と後半の間の電位差（＝
Ｖｐ－Ｖｍ、もしくは、Ｖｍ－Ｖｐ）の絶対値は、第１実施形態における電位差（＝Ｖｐ
－ＡＧＮＤ、もしくは、Ｖｍ－ＡＧＮＤ）の絶対値の２倍に相当する。そのため、第１実
施形態と同等の減算を行うに当たって、ＤＡＣ容量Ｃ２の容量値を半減することができる
。したがって、ＤＡＣ容量Ｃ２による減算によって発生する熱雑音およびオペアンプ１１
のフリッカー雑音がＡ／Ｄ変換結果に与える影響を低減することができる。
【００６６】
　なお、本変形例におけるＤＡＣ３０は、第１実施形態に較べて、時刻ｔ２～時刻ｔ１４
においてスイッチＳ６がオフ状態で維持されるため、ＡＧＮＤがＤＡＣ３０によるＶｏｕ
ｔの変化を伴う減算には用いられない。このため、本変形例をシングルエンドの回路構成
で実施する場合において、ＶｐとＶｍとの中間電位とＡＧＮＤの電位との間に誤差が生じ
ても、積分容量Ｃ１からの電荷の減算に起因するＡ／Ｄ変換のオフセット誤差が発生しな
い。すなわち、Ｖｐ、ＶｍおよびＡＧＮＤを発生する電源の精度に対する要求を第１実施
形態と較べて緩和することができる。
【００６７】
　（第２実施形態）
　最初に、図４を参照して、本実施形態に係るＡ／Ｄ変換器の概略構成について説明する
。
【００６８】
　図４に示すように、このＡ／Ｄ変換器２００は、積分器１０と、量子化器２０と、Ｄ／
Ａ変換器３０（以降、ＤＡＣ３０と示す）とを備えている。入力信号（Ｖｉｎ）はアナロ
グ信号であり、Ａ／Ｄ変換器２００から出力される信号（Ｄｏｕｔ）はデジタル信号であ
る。
【００６９】
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　なお、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器２００は、第１実施形態におけるＡ／Ｄ変換器
１００に対して量子化器２０の構成が異なっている。積分器１０は第１実施形態と同様の
構成であるから、その詳しい説明を省略する。ＤＡＣ３０は、その入力信号、すなわち量
子化器２０の出力Ｑｏｕｔに対応するＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの仕様が第１実施形態と異なる
。以下、詳しく説明する。
【００７０】
　本実施形態における量子化器２０は、積分器１０の出力、すなわちオペアンプ１１の出
力電圧Ｖｏｕｔが入力され、そのＶｏｕｔを量子化した結果であるＱｏｕｔを出力してい
る。すなわち、量子化器２０は、アナログ値であるＶｏｕｔを量子化し、デジタル値であ
る量子化結果Ｑｏｕｔに変換している。また、量子化器２０は、入力信号ＶｉｎをＡ／Ｄ
変換した結果であるＤｏｕｔを出力している。この量子化器２０は、第１コンパレータ２
２と、第２コンパレータ２３と、ロジック回路２４と、を有している。
【００７１】
　第１コンパレータ２２は、非反転入力端子にオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔが入力
され、反転入力端子には閾値電圧Ｖ１が入力されている。第２コンパレータ２３は、第１
コンパレータ２２と同様に、オペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔが非反転入力端子に入力
され、反転入力端子には閾値電圧Ｖ２が入力されている。閾値電圧Ｖ１はＡＧＮＤよりも
高い電位とされ、閾値電圧Ｖ２はＡＧＮＤよりも低い電位とされている。つまり、各電圧
はＶ２＜ＡＧＮＤ＜Ｖ１の関係となっている。各コンパレータ２２，２３の出力はそれぞ
れロジック回路２４に入力されている。ロジック回路２４は、コンパレータ２２，２３の
出力に基づいて、ＤＡＣ３０に量子化結果Ｑｏｕｔを出力するとともに、デジタル信号Ｄ
ｏｕｔをＡ／Ｄ変換結果として出力する。
【００７２】
　ロジック回路２４は、Ｖｏｕｔ＞Ｖ１の場合は量子化結果Ｑｏｕｔとして１を出力する
。Ｖ２≦Ｖｏｕｔ≦Ｖ１の場合は、Ｑｏｕｔとして０を出力する。Ｖｏｕｔ＜Ｖ２の場合
は、Ｑｏｕｔとして－１を出力する。つまり、本実施形態における量子化器２０は１．５
ビットの量子化器である。また、ロジック回路２４はＡ／Ｄ変換の過程で量子化器２０に
よって量子化が実行されるたびにＱｏｕｔを順次積分してＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔを生成
する。量子化器２０の具体的な動作は追って詳述する。
【００７３】
　ＤＡＣ３０はＤ／Ａ変換器であり、量子化器２０が出力する量子化結果Ｑｏｕｔに基づ
いて、ＤＡＣ３０が積分容量Ｃ１から減算する電荷の量を決定している。このＤＡＣ３０
は、参照電圧として、アナロググランドレベルであるＡＧＮＤと、ＡＧＮＤよりも高い電
位に設定されたハイレベルＶｐと、ＡＧＮＤよりも低い電位に設定されたローレベルＶｍ
とを有する３レベルＤ／Ａ変換器である。
【００７４】
　本実施形態においては、ＤＡＣ容量Ｃ２に電荷を蓄積する際に、Ｑｏｕｔ＝１の場合に
はスイッチＳ７がオンし、Ｑｏｕｔ＝－１の場合にはスイッチＳ８がオンし、Ｑｏｕｔ＝
０の場合にはスイッチＳ６がオンするように構成されている。なお、例えばＡＧＮＤ＝０
Ｖの場合には、ＶｐとＶｍはＶｐ＝－Ｖｍを満たすように設定する。また、コンパレータ
２１，２２に入力される閾値電圧Ｖ１およびＶ２は、例えばそれぞれＶ１＝Ｖｐ／１６、
Ｖ２＝Ｖｍ／１６に設定する。
【００７５】
　次に、図５を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器２００の具体的な動作につい
て説明する。
【００７６】
　図５はＡ／Ｄ変換器２００の動作を示すタイミングチャートである。時刻ｔ１５以前が
サンプリングの期間に相当し、時刻ｔ１５以降がＡ／Ｄ変換の期間に相当する。
【００７７】
　＜サンプリング＞
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　時刻ｔ１５以前のサンプリングの期間において、スイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６がオ
ンとされ、スイッチＳ３，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８がオフとされている。スイッチＳ５がオフで
あるから、積分器１０とＤＡＣ３０とが互いに電気的に分離している。また、スイッチＳ
３がオフであるから、積分容量Ｃ１とオペアンプ１１の出力端子とが互いに電気的に分離
している。
【００７８】
　サンプリングの期間には、スイッチＳ１およびＳ２がオンしているので、入力信号Ｖｉ
ｎが積分容量Ｃ１にサンプリングされる。また、スイッチＳ４およびＳ６がオンしている
ので、ＤＡＣ容量Ｃ２の両端子がそれぞれＡＧＮＤに接続され、ＤＡＣ容量Ｃ２はリセッ
トされた状態となっている。
【００７９】
　＜Ａ／Ｄ変換＞
　時刻ｔ１５以降のＡ／Ｄ変換の期間では、積分器１０の出力電圧Ｖｏｕｔを量子化器２
０によって量子化し、積分容量Ｃ１に蓄積された電荷から量子化結果Ｑｏｕｔに基づいた
電荷をＤＡＣ３０によって減算する動作を繰り返すことによって、入力信号ＶｉｎのＡ／
Ｄ変換が行われる。
【００８０】
　まず、時刻ｔ１５においてスイッチＳ１およびスイッチＳ２がオフされ、スイッチＳ３
がオンされることによりオペアンプ１１の出力電圧ＶｏｕｔはＶｉｎと同一の電圧値とな
り、Ｖｉｎが積分容量Ｃ１に保持される。図５に示す例では、時刻１５～時刻ｔ１７にお
いて、Ｖｏｕｔは量子化器２０を構成する第１コンパレータ２２の閾値電圧Ｖ１よりも大
きい値である。このため、量子化器２０からはＱｏｕｔ＝１、Ｄｏｕｔ＝１が出力される
。
【００８１】
　ＤＡＣ３０にはＱｏｕｔ＝１が入力され、時刻ｔ１６においてスイッチＳ６がオフされ
るとともにスイッチＳ７がオンされる。これにり、ＤＡＣ容量Ｃ２には、ローレベルＶｍ
とＡＧＮＤとの電位差およびＤＡＣ容量Ｃ２の容量値に基づいた電荷が蓄積される。
【００８２】
　その後、時刻ｔ１７においてスイッチＳ４がオフされるとともにスイッチＳ５がオンさ
れ、且つ、スイッチＳ７がオフされるとともにスイッチＳ６がオンされる。これによって
、ＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの時刻ｔ１７の前後における電位差（＝Ｖｍ－ＡＧＮＤ）とＤＡＣ
容量Ｃ２の容量値に応じた電荷がＤＡＣ容量Ｃ２から積分容量Ｃ１に転送されて、Ａ／Ｄ
変換の残差に相当する電圧がオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される。
【００８３】
　時刻ｔ１７～時刻ｔ１９においては、オペアンプ１１は、入力信号Ｖｉｎをサンプリン
グした結果に相当する時刻ｔ１５～時刻ｔ１７における初期のＶｏｕｔからＤＡＣ３０に
よって最初の減算を実行した結果生成されるＡ／Ｄ変換の残差をＶｏｕｔとして出力する
。その残差は、量子化器２０に入力され量子化される。図５に示すように、時刻ｔ１７～
時刻ｔ１９における残差は閾値電圧Ｖ１よりも大きい値である。このため、時刻ｔ１５～
時刻ｔ１７と同様に量子化器２０からはＱｏｕｔ＝１が出力される。また、最初の量子化
の結果（時刻ｔ１６～時刻ｔ１８のＱｏｕｔ＝１）と２回目の量子化の結果（時刻ｔ１８
～時刻ｔ２０のＱｏｕｔ＝１）とを積分した値であるＤｏｕｔ＝２が量子化器２０から出
力される。
【００８４】
　時刻ｔ１５～時刻ｔ２１の間は、Ｖｏｕｔ＞Ｖ１の関係が成立するので、Ｑｏｕｔ＝１
であり、Ｄｏｕｔは１量子化サイクルごとに１ずつ加算されていく。時刻ｔ１５から時刻
ｔ２１の間にＱｏｕｔ＝１の量子化サイクルが５サイクル存在するため、時刻ｔ２１の直
前においてはＤｏｕｔ＝５となる。
【００８５】
　時刻ｔ２１において、５回目の減算が実行されると、Ｖ２＜Ｖｏｕｔ＜Ｖ１となる。こ
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のため、時刻ｔ２１～時刻ｔ２３においては、量子化器２０はＱｏｕｔ＝０を出力する。
このため、６回目の減算サイクルである時刻ｔ２２～時刻ｔ２４においてスイッチＳ６の
オン状態が継続されるとともにスイッチＳ７，Ｓ８のオフ状態が継続され、ＤＡＣ電圧Ｖ
ｄａｃはＡＧＮＤと同電位に維持される。また、スイッチＳ４およびスイッチＳ５のオン
オフは、時刻ｔ２１以前と同様に継続されるため、ＤＡＣ容量Ｃ２による積分容量Ｃ１か
らの電荷の減算は継続されるが、ＤＡＣ電圧ＶｄａｃがＡＧＮＤと同電位に維持されるの
で、積分容量Ｃ１からの電荷の減算は実質行われない。そのため、時刻ｔ２１以降Ｖｏｕ
ｔは変動しない。
【００８６】
　時刻ｔ２５までに８サイクルの量子化と７サイクルの減算が完了しており、４ビット（
１７階調）のＡ／Ｄ変換の分解能が得られている。図５の例では、時刻ｔ２５までに得ら
れるＤｏｕｔ＝５が入力信号Ｖｉｎの最終的なＡ／Ｄ変換結果となる。本実施形態では、
Ａ／Ｄ変換器の所望の分解能がＮビットの場合には、電荷の減算は２Ｎ－１－１サイクル
、量子化は２Ｎ－１サイクル必要となる。
【００８７】
　本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器２００も、第１実施形態と同様の効果を奏する。これ
に加えて、本実施形態における量子化器２０は１．５ビットの量子化器として機能するた
め、第１実施形態として図２に示した最後の量子化サイクルに相当する量子化サイクルを
必要とすることなく、８サイクルの量子化によって４ビット（１７階調）の分解能のＡ／
Ｄ変換を実現することができる。
【００８８】
　（変形例２）
　第２実施形態に記載したような３レベルのＤＡＣ３０を採用する場合、Ａ／Ｄ変換の期
間において、第２実施形態と同様にＶｐ－ＡＧＮＤ間もしくはＶｍ－ＡＧＮＤ間の電位差
を用いて減算する方法のほかに、変形例１と同様にＶｐ－Ｖｍ間もしくはＶｍ－Ｖｐ間の
電位差を用いて減算する方法を採用することもできる。
【００８９】
　本変形例におけるＡ／Ｄ変換器２００では、図６に示すように、第２実施形態に対して
スイッチＳ６～Ｓ８の動作を変更する。具体的には、時刻ｔ１６においてスイッチＳ６が
オフされるとともに、スイッチＳ７がオンされる。そして時刻ｔ１７において、スイッチ
Ｓ７がオフされるとともに、スイッチＳ６のオフ状態が維持されつつスイッチＳ８がオン
される。これにより、時刻ｔ１７の前後のＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの電位差（＝Ｖｐ－Ｖｍ）
とＤＡＣ容量Ｃ２の容量値に応じた電荷がＤＡＣ容量Ｃ２から積分容量Ｃ１に転送されて
Ａ／Ｄ変換の残差に相当する電圧がオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される
。
【００９０】
　なお、第１実施形態の変形例１と同様に本変形例においても、時刻ｔ１６～時刻ｔ１８
の減算サイクルにおいて、ＤＡＣ３０の制御に用いるＱｏｕｔは時刻ｔ１５～時刻ｔ１７
の量子化サイクルに出力されているＱｏｕｔ＝１である。そのため、量子化器２０の出力
ＱｏｕｔとＤＡＣ３０の制御との間に遅延を挿入する等の方法で、適宜ＤＡＣ３０の制御
のタイミングを調整すればよい。
【００９１】
　第１実施形態とその変形例１の関係と同様に、本変形例のＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの１減算
サイクルの前半と後半の間の電位差（＝Ｖｐ－Ｖｍ、もしくは、Ｖｍ－Ｖｐ）の絶対値は
、第２実施形態における電位差（＝Ｖｐ－ＡＧＮＤ、もしくは、Ｖｍ－ＡＧＮＤ）の絶対
値の２倍に相当する。そのため、第１実施形態の変形例１と同様にＡ／Ｄ変換結果に対す
る熱雑音やフリッカー雑音の影響を低減することができる。
【００９２】
　なお、本変形例におけるＤＡＣ３０は、第２実施形態に較べて、時刻ｔ１６～時刻ｔ２
２においてスイッチＳ６がオフ状態で維持されるため、ＡＧＮＤがＤＡＣ３０によるＶｏ
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ｕｔの変化を伴う減算には用いられない。また、時刻ｔ２２以降はＡＧＮＤがスイッチＳ
６を介してＤＡＣ容量Ｃ２に接続されるが実質減算は行われない。そのため、本変形例を
シングルエンドの回路構成で実施する場合において、ＶｐとＶｍとの中間電位とＡＧＮＤ
の電位との間に誤差が生じても、積分容量Ｃ１からの電荷の減算時の誤差に起因するＡ／
Ｄ変換のオフセット誤差や非線形性誤差が発生しない。すなわち、Ｖｐ、ＶｍおよびＡＧ
ＮＤを発生する電源の精度に対する要求を第２実施形態と較べて緩和することができる。
【００９３】
　（変形例３）
　第２実施形態および変形例２では、量子化器２０を２つのコンパレータ２２，２３によ
って構成することにより１．５ビットの量子化を実現する形態について説明した。これに
対して本変形例では、コンパレータ２２，２３の閾値電圧を可変とすることで、量子化器
の分解能を１．５ビットと１ビットに切り替えて動作する形態について説明する。
【００９４】
　まず、図７を参照して、本変形例における量子化器２０の構成について説明する。
【００９５】
　図７に示す量子化器２０においては、第１コンパレータ２２に入力される閾値電圧をＶ
１、Ｖ３、Ｖ５の３通りに変更できるようになっている。また、第２コンパレータ２３に
入力される閾値電圧をＶ２、Ｖ４の２通りに変更できるようになっている。具体的には、
図７に示すように、ハイレベルＶｐとローレベルＶｍの間に、抵抗器Ｒ１～Ｒ６が電位の
高い方からＲ１～Ｒ６の順で直列に接続され、各抵抗器の中点電位を閾値電圧としてコン
パレータ２２，２３に入力できるようになっている。
【００９６】
　つまり、各抵抗器Ｒ１～Ｒ６は、抵抗器Ｒ１と抵抗器Ｒ２との中点で電圧Ｖ３が生じる
ように設定され、抵抗器Ｒ２と抵抗器Ｒ３との中点で電圧Ｖ１が生じるように設定され、
抵抗器Ｒ３と抵抗器Ｒ４との中点で電圧Ｖ５が生じるように設定され、抵抗器Ｒ４と抵抗
器Ｒ５との中点で電圧Ｖ２が生じるように設定され、抵抗器Ｒ５と抵抗器Ｒ６との中点で
電圧Ｖ４が生じるように設定されている。
【００９７】
　第１コンパレータ２２の反転入力端子にはスイッチＳ２１を介して電圧Ｖ３が入力可能
にされ、スイッチＳ２２を介して電圧Ｖ１が入力可能にされ、スイッチＳ２３を介して電
圧Ｖ５が入力可能にされている。一方、第２コンパレータ２３の反転入力端子にはスイッ
チＳ２４を介して電圧Ｖ２が入力可能にされ、スイッチＳ２５を介して電圧Ｖ４が入力可
能にされている。
【００９８】
　なお、本変形例における量子化器２０はコンパレータ２２，２３の閾値電圧としてＶ１
～Ｖ５の５種類を設定可能であるが、本変形例の動作では３種類のみを用いる構成となっ
ている。５種類の電圧を設定する例については、後述の変形例４および変形例５において
説明する。また、閾値電圧のうち電圧Ｖ５は、ＶｐとＶｍのちょうど中間の電位であるこ
とが望ましい。すなわち、ＡＧＮＤが０Ｖの場合には、電圧の関係がＶ５＝ＡＧＮＤ＝０
Ｖとすることが望ましい。
【００９９】
　次に、図８を参照して、本変形例に係るＡ／Ｄ変換器２００の動作および作用効果につ
いて説明する。なお、時刻ｔ２５までの動作は第２実施形態の動作と同様であるが、時刻
ｔ２５の直前のＱｏｕｔに基づく減算を実行する点が異なる。すなわち、時刻ｔ２５まで
の期間におけるＡ／Ｄ変換の分解能をＮビットとすると減算を２Ｎ－１サイクル実行する
点が異なる。それ以外の点は同様の動作であるから、その説明を省略する。また、コンパ
レータ２２，２３に入力される閾値電圧Ｖ１、Ｖ２は、第２実施形態と同様に、それぞれ
Ｖ１＝Ｖｐ／１６、Ｖ２＝Ｖｍ／１６である。
【０１００】
　時刻ｔ２５に至るまでは、量子化器２０における閾値電圧がＶ１およびＶ２に設定され
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ている。すなわち、スイッチＳ２２とスイッチＳ２４がオンされており、スイッチＳ２１
、Ｓ２３、Ｓ２５はオフされている。これにより、本変形例における量子化器２０は、時
刻ｔ２５に至るまでは１．５ビットの量子化器として機能している。図８においては、こ
のＡ／Ｄ変換の期間を１．５－ｂｉｔ　ＭＯＤＥ（１．５ビットモード）と記載している
。
【０１０１】
　時刻ｔ２５に至った後、図７に示す量子化器２０におけるスイッチＳ２２がオフされ、
スイッチＳ２３がオンされる。これにより、第１コンパレータ２２に入力される閾値電圧
はＶ５（＝ＡＧＮＤ）となる。時刻ｔ２５以降、第２コンパレータ２３に入力される閾値
電圧はＶ２のまま維持されるが、本変形例におけるロジック回路２４は、ＶｏｕｔとＶ２
の比較結果を無視するように設定される。すなわち、時刻ｔ２５以降、本変形例における
量子化器２０は閾値電圧がＡＧＮＤとされた第１コンパレータ２２のみを使用する１ビッ
ト量子化器として機能する。ロジック回路２４は、ＶｏｕｔがＡＧＮＤを上回る場合にＱ
ｏｕｔ＝０を出力し、ＡＧＮＤを下回る場合にＱｏｕｔ＝－１を出力するように設定され
ている。図８においては、このＡ／Ｄ変換の期間を１－ｂｉｔ　ＭＯＤＥ（１ビットモー
ド）と記載している。
【０１０２】
　図８に示すように、時刻ｔ２５以降において、量子化器２０に入力されるＶｏｕｔはＡ
ＧＮＤを下回っている。このため、量子化器２０からはＱｏｕｔ＝－１が出力される。こ
のとき、ロジック回路２４は、時刻ｔ２５の直前までの１．５ビットモードによる８回の
量子化で得られたデジタル出力Ｄｏｕｔを２倍した上で、時刻ｔ２５以降のＱｏｕｔ＝－
１を加算する。これにより、１ビットモードによる最後の１回の量子化を実行した時点で
得られる入力信号Ｖｉｎの最終的なＡ／Ｄ変換結果はＤｏｕｔ＝９となる。
【０１０３】
　本変形例では、分解能が１ビットに設定された量子化器２０によって最後の量子化が実
行される。最後の量子化に用いる１つの閾値電圧Ｖ５が、時刻ｔ２５以前の量子化に用い
る２つの閾値電圧Ｖ１、Ｖ２のちょうど中間にあることから、最後の量子化によりＡ／Ｄ
変換の分解能を１ビット分高めることができる。そのため、ロジック回路２４は時刻ｔ２
５の直前のＤｏｕｔを２倍に演算したうえで、１ビットの量子化結果Ｑｏｕｔを加算する
。
【０１０４】
　図８の例では、９サイクルの量子化と８サイクルの減算によって、分解能が５ビット（
３２階調）のＡ／Ｄ変換を実行している。本変形例では、Ａ／Ｄ変換器の所望の分解能が
Ｎビットの場合には、電荷の減算は２Ｎ－２サイクル、量子化は２Ｎ－２＋１サイクル必
要となる。そのため、変形例２と同等の分解能を得るために必要なサイクル数は略半分と
なる。減算サイクル数が低減することにより、減算によって発生する熱雑音やフリッカー
雑音がＡ／Ｄ変換結果に与える影響を低減できる。
【０１０５】
　（変形例４）
　変形例３では、図７に示す量子化器２０において、３種類の閾値電圧を用いて分解能を
可変とすることで、Ａ／Ｄ変換器の分解能を向上する形態について説明した。本変形例で
は、図７に示す量子化器２０において、５種類の閾値電圧を用いて量子化器２０の分解能
を可変とすることで、さらに分解能を向上する形態について説明する。
【０１０６】
　図９を参照して、本変形例に係るＡ／Ｄ変換器２００の動作および作用効果について説
明する。なお、サンプリングが完了する時刻ｔ２６までの期間については第２実施形態に
記載の時刻ｔ１５までの期間と同様であるから、その説明を省略する。なお、本変形例で
は、コンパレータ２２，２３に入力される閾値電圧Ｖ１～Ｖ５は、それぞれＶ１＝Ｖｐ／
１６、Ｖ２＝Ｖｍ／１６、Ｖ３＝Ｖｐ／８、Ｖ４＝Ｖｍ／８、Ｖ５＝ＡＧＮＤ＝０Ｖに設
定されている。
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【０１０７】
　時刻ｔ３１に至るまでは、量子化器２０における第１コンパレータ２２の閾値電圧がＶ
３に設定され、第２コンパレータ２３の閾値電圧がＶ４に設定されている。すなわち、ス
イッチＳ２１とスイッチＳ２５がオンされており、スイッチＳ２２～Ｓ２４はオフされて
いる。つまり、時刻ｔ２６～時刻ｔ３１においては、第２実施形態に較べて、２つの閾値
電圧の差が大きく設定されている。
【０１０８】
　図９に示すように、閾値電圧をＶ３とＶ４にそれぞれ設定している時刻ｔ２７において
、変形例２と同様に、スイッチＳ６がオフされるとともに、スイッチＳ７がオンされる。
そして時刻ｔ２８において、スイッチＳ７がオフされるとともに、スイッチＳ６のオフ状
態が維持されつつスイッチＳ８がオンされる。これにより、時刻ｔ２８の前後の電位差（
＝Ｖｐ－Ｖｍ）とＤＡＣ容量Ｃ２の容量値に応じた電荷が積分容量Ｃ１に転送されて、Ａ
／Ｄ変換の残差に相当する電圧がオペアンプ１１の出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される。
ＤＡＣ容量Ｃ２の容量値が第２実施形態と同一であるとすれば、１回の減算による積分容
量Ｃ１からの電荷の減算量は第２実施形態の２倍となる。
【０１０９】
　時刻ｔ２６～時刻ｔ２８の最初の量子化サイクルにおいてはＶｏｕｔ＞Ｖ３であり、Ｑ
ｏｕｔ＝１、Ｄｏｕｔ＝１である。同様に、時刻ｔ２８～時刻ｔ３０の２回目の量子化サ
イクルにおいてもＶｏｕｔ＞Ｖ３となるので、Ｑｏｕｔ＝１、Ｄｏｕｔ＝２となる。さら
に、入力信号Ｖｉｎのレベルに依らずに所定の量子化サイクルが完了するまで、すなわち
、図９の例において４サイクルの量子化が完了する時刻ｔ３１まで、閾値電圧をＶ３およ
びＶ４で維持したまま量子化を実行する。
【０１１０】
　時刻ｔ３０～時刻ｔ３３の期間はＶ４＜Ｖｏｕｔ＜Ｖ３の関係を満たすので、Ｑｏｕｔ
＝０となる。そのため、変形例２における時刻ｔ２１以降の動作と同様に、時刻ｔ３１～
時刻ｔ３４の期間においては、スイッチＳ６がオンされつつスイッチＳ７およびＳ８はオ
フされた状態となる。すなわち、積分容量Ｃ１からの電荷の減算は実質行われない。また
、Ｑｏｕｔ＝０のため、Ｄｏｕｔ＝２が維持される。時刻ｔ３３までに得られる分解能を
Ｎビットとすると、時刻ｔ３３までの量子化サイクル数は、変形例２と同様に、２Ｎ－１

サイクルである。すなわち、４サイクルの量子化が完了した時刻ｔ３３の時点で、３ビッ
ト（９階調）のＡ／Ｄ変換の分解能が得られる。
【０１１１】
　時刻ｔ３３において、スイッチＳ２１がオフされ、スイッチＳ２２がオンされる。すな
わち、量子化器２０の第１コンパレータ２２の閾値電圧がＶ３からＶ１に切り替えられる
。同様に、スイッチＳ２５がオフされ、スイッチＳ２４がオンされる。すなわち、量子化
器２０の第２コンパレータ２３の閾値電圧がＶ４からＶ２に切り替えられる。また、時刻
ｔ３２～時刻ｔ３４の間は、Ｖｏｕｔは変化していないが、変形例２と同様にＤＡＣ電圧
ＶｄａｃをＡＧＮＤに設定した状態で減算が行われている。
【０１１２】
　図９に示すように、時刻ｔ３３～時刻ｔ３５においてはＶｏｕｔ＞Ｖ１であるから、Ｑ
ｏｕｔ＝１となる。ここでは、量子化器２０における２つの閾値電圧の差が時刻ｔ３３以
前の１／２に切り替えられており、量子化器２０の量子化結果Ｑｏｕｔの１階調の大きさ
は、時刻ｔ３３以前に対して１／２となる。そのため、ロジック回路２４は、時刻ｔ３３
までのＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔ＝２を２倍した上で時刻ｔ３３～時刻ｔ３５におけるＱｏ
ｕｔ＝－１を加算する。よって、時刻ｔ３３から時刻ｔ３５においてＤｏｕｔ＝５となる
。
【０１１３】
　５サイクルの量子化が完了する時刻ｔ３５までに、４ビット（１７階調）のＡ／Ｄ変換
の分解能が得られる。時刻ｔ３５でＡ／Ｄ変換の処理を完了する場合には、第２実施形態
と同様のＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔを得るまでの量子化は５サイクルであり、第２実施形態
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における８サイクルよりも小さくすることができる。すなわち、第２実施形態に較べて、
Ａ／Ｄ変換の処理速度を向上することができる。
【０１１４】
　本変形例では、時刻ｔ３５以降に、変形例３の時刻ｔ２５以降と同様に、量子化器２０
を１ビットモードで動作させて最後の量子化を実行する。時刻ｔ３５以降はＶｏｕｔ＜Ａ
ＧＮＤであるからＱｏｕｔ＝－１となり、時刻ｔ３５の直前のＤｏｕｔ＝５を２倍した上
で、時刻ｔ３５以降のＱｏｕｔ＝－１を加算する。これにより、入力信号Ｖｉｎの最終的
なＡ／Ｄ変換結果であるＤｏｕｔ＝９が得られる。
【０１１５】
　図９の例では、６サイクルの量子化と５サイクルの減算によって、Ａ／Ｄ変換の分解能
は５ビット（３２階調）が得られる。Ａ／Ｄ変換器の所望の分解能がＮビットの場合には
、電荷の減算は２Ｎ－３＋１サイクル、量子化は２Ｎ－３＋２サイクル必要となる。その
ため、分解能Ｎが高い場合には、変形例３と較べて同等の分解能を得るために必要なサイ
クル数は略半分に低減できる。また、減算のサイクル数が低減することにより、減算の実
行によって増加する熱雑音やフリッカー雑音がＡ／Ｄ変換結果に与える影響を低減できる
。
【０１１６】
　なお、本変形例における量子化器２０は、時刻ｔ２６から時刻ｔ３５に至る期間におい
て、時刻ｔ３３にて量子化器２０の２つの閾値電圧をそれぞれ変更するものの、１．５ビ
ット量子化器として機能している。また、時刻ｔ３５以降は、閾値電圧をＡＧＮＤとする
１ビット量子化器として機能している。
【０１１７】
　（変形例５）
　上記した第２実施形態および変形例２～４では、量子化器２０を１．５ビットあるいは
１ビットで用いる例について説明した。これに対して、本変形例では、変形例３にて説明
した図７に示す量子化器２０によって２．５ビット（５レベル）の量子化を実現する例に
ついて説明する。
【０１１８】
　本変形例におけるＡ／Ｄ変換器２００の量子化器２０は、１サイクルの量子化に際して
、閾値電圧を半量子化サイクル毎に変化させて、それぞれの半量子化サイクルの量子化結
果Ｑｏｕｔを用いてＤＡＣ３０を制御する。すなわち、１．５ビットの量子化器２０を使
用して、１量子化サイクルで５レベルの量子化を実行し、実質２．５ビットの量子化器を
実現している。
【０１１９】
　具体的には、図１０に示すように、量子化サイクルの前半において、第１コンパレータ
２２の閾値電圧をＶ３とし第２コンパレータ２３の閾値電圧をＶ４として、量子化サイク
ルの後半において、第１コンパレータ２２の閾値電圧をＶ１とし第２コンパレータ２３の
閾値電圧をＶ２として、２回の量子化を１回の量子化サイクル内で実行する。ＤＡＣ３０
は、１回の量子化サイクル内の２つの量子化結果それぞれを用いて制御する。量子化結果
Ｑｏｕｔは、Ｖｏｕｔ＞Ｖ１またはＶｏｕｔ＞Ｖ３であればＱｏｕｔ＝１であり、Ｖ２＜
Ｖｏｕｔ＜Ｖ１またはＶ４＜Ｖｏｕｔ＜Ｖ３であればＱｏｕｔ＝０であり、Ｖｏｕｔ＜Ｖ
２またはＶｏｕｔ＜Ｖ４であればＱｏｕｔ＝－１となる。
【０１２０】
　ＤＡＣ３０を駆動するＤＡＣ電圧Ｖｄａｃは、１量子化サイクルにおけるＱｏｕｔの合
計値に基づいて決定する。具体的には、１量子化サイクルにおける２つの量子化結果Ｑｏ
ｕｔの合計値が２であればＤＡＣ電圧Ｖｄａｃの１減算サイクルの前半と後半における電
位差をＶｐ－Ｖｍとして減算を行う。同様に、Ｑｏｕｔの合計値が１であれば電位差をＶ
ｐ―ＡＧＮＤとして、Ｑｏｕｔの合計値が－１であれば電位差をＶｍ－ＡＧＮＤとして、
Ｑｏｕｔの合計値が－２であれば電位差をＶｍ－Ｖｐとして減算を行う。また、Ｑｏｕｔ
の合計値が０であればＤＡＣ電圧ＶｄａｃをＡＧＮＤとして実質的に減算を行わない。
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【０１２１】
　図１０を参照して、本変形例に係るＡ／Ｄ変換器２００の動作について説明する。なお
、サンプリングが完了する時刻ｔ３７までの期間については第２実施形態に記載の時刻ｔ
１５までの期間と同様であるから、その説明を省略する。なお、本変形例においては、コ
ンパレータ２２，２３に入力される閾値電圧Ｖ１～Ｖ５は、それぞれＶ１＝Ｖｐ／１６、
Ｖ２＝Ｖｍ／１６、Ｖ３＝３Ｖｐ／１６、Ｖ４＝３Ｖｍ／１６、Ｖ５＝ＡＧＮＤ＝０Ｖに
設定されている。
【０１２２】
　図１０に示すように、時刻ｔ３７～時刻ｔ３９におけるオペアンプ１１の出力Ｖｏｕｔ
はＶｏｕｔ＞Ｖ３且つＶｏｕｔ＞Ｖ１であるから、時刻ｔ３７～時刻ｔ３９の間の量子化
サイクルの前半と後半における２回の量子化の結果Ｑｏｕｔがそれぞれ１であり、１量子
化サイクルでのＱｏｕｔの合計値は２となる。よって、時刻ｔ３８～時刻ｔ４０の間の減
算サイクルで、変形例２や変形例４にて説明した動作と同様に、ＤＡＣ３０におけるスイ
ッチＳ７およびＳ８を制御して電位差Ｖｐ－Ｖｍによる減算が実行される。時刻ｔ３９～
時刻ｔ４１の量子化サイクルにおいても、Ｑｏｕｔの合計値は２であり、Ｖｏｕｔ＞Ｖ３
且つＶｏｕｔ＞Ｖ１であり、時刻ｔ４０～時刻ｔ４２の間の減算サイクルにおいては、電
位差Ｖｐ－Ｖｍによる減算が実行される。
【０１２３】
　なお、１量子化サイクル内の２つの量子化結果Ｑｏｕｔを合計する処理は必ずしも必要
ではなく、量子化サイクルの後半のＱｏｕｔのみから減算サイクルの前半のＤＡＣ電圧Ｖ
ｄａｃを決定し、量子化サイクルの後半のＱｏｕｔのみから減算サイクルの後半のＤＡＣ
電圧Ｖｄａｃを決定することによって、ＤＡＣ３０を動作させてもよい。
【０１２４】
　また、時刻ｔ３７～時刻ｔ３９の間の２つのＱｏｕｔの合計値２が減算に反映されるの
は時刻ｔ３８～時刻ｔ４０の減算サイクルである。すなわち、時刻ｔ３８～時刻ｔ４０の
減算サイクルでは、時刻ｔ３７～時刻ｔ３９の間に得られたＱｏｕｔに基づいてスイッチ
Ｓ６～Ｓ８が制御されて減算が実行される。
【０１２５】
　時刻ｔ４１～時刻ｔ４３における３回目の量子化サイクルでは、前半がＶ４＜Ｖｏｕｔ
＜Ｖ３（Ｑｏｕｔ＝０）かつ後半がＶｏｕｔ＞Ｖ１（Ｑｏｕｔ＝１）である。よって、こ
の量子化サイクルにおけるＱｏｕｔの合計値は１であり、時刻ｔ４２～時刻ｔ４４におけ
る３回目の減算は電位差Ｖｐ－ＡＧＮＤに基づいて実行される。つまり、第２実施形態と
同様に、ＤＡＣ３０のスイッチＳ６とスイッチＳ７によってＤＡＣ電圧Ｖｄａｃを制御す
ることによって減算が行われる。
【０１２６】
　時刻ｔ３７～時刻ｔ３９における４回目の量子化サイクルでは、前半がＶ４＜Ｖｏｕｔ
＜Ｖ３（Ｑｏｕｔ＝０）かつ後半がＶ２＜Ｖｏｕｔ＜Ｖ１（Ｑｏｕｔ＝０）である。よっ
て、この量子化サイクルにおけるＱｏｕｔの合計値は０であり、時刻ｔ４４～時刻ｔ４６
の最後の減算サイクルにおいて、実質的に減算は実行されない。４サイクルの量子化が完
了する時刻ｔ４５までに得られるＡ／Ｄ変換結果はＤｏｕｔ＝５であり、Ａ／Ｄ変換の分
解能は４ビット（１７階調）である。
【０１２７】
　本変形例では、時刻ｔ４５以降、変形例３や変形例４と同様に、量子化器２０を１ビッ
トモードで動作させて最後の量子化を実行する。時刻ｔ４５以降はＶｏｕｔ＜ＡＧＮＤで
あるから、Ｑｏｕｔ＝－１となり、時刻ｔ４５の直前のＤｏｕｔ＝５を２倍した上で加算
する。これにより、最終的なＡ／Ｄ変換結果はＤｏｕｔ＝９となる。
【０１２８】
　図１０の例では、５回の量子化サイクルと４回の減算サイクルによって、５ビット（３
２階調）のＡ／Ｄ変換の分解能が得られている。Ａ／Ｄ変換器の所望の分解能がＮビット
の場合には、電荷の減算は２Ｎ－３サイクル、量子化は２Ｎ－３＋１サイクル必要となる
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。そのため、所望の分解能Ｎが高い場合には、変形例３と較べて同等の分解能を得るため
に必要なサイクル数を略半分に低減できる。また、変形例４と同様に、減算の実行によっ
て増加する熱雑音やフリッカー雑音の影響を低減できる。
【０１２９】
　（第３実施形態）
　第２実施形態およびその変形例２～５では、Ａ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔの生成に量子化器
２０のみを用いる構成について説明した。これに対して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換
器３００は、Ａ／Ｄ変換の過程における量子化のうちの一部を、量子化器２０とは異なる
Ａ／Ｄ変換器により実行するように構成する。以降、量子化器２０とは異なるＡ／Ｄ変換
器を、副ＡＤＣ５０と称する。
【０１３０】
　最初に、図１１を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００の概略構成につい
て説明する。
【０１３１】
　図１１に示すように、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００は、積分器４０、量子化
器２０、ＤＡＣ３０に加えて、副ＡＤＣ５０および加算器６０を備えている。ＤＡＣ３０
については第２実施形態の変形例５と同様であるから、その詳しい説明を省略する。また
、図１１では簡略化のため詳細な構成の記載を省略してあるが、量子化器２０は、第２実
施形態の変形例５と同様に図７に示した可変の閾値電圧を用いる構成である。
【０１３２】
　積分器４０は、積分容量Ｃ１と増幅容量Ｃ３とを有し、これらがオペアンプ１１の反転
入力端子と出力端子との間に並列に接続されている。
【０１３３】
　積分容量Ｃ１は、その一端がスイッチＳ９を介してオペアンプ１１の反転入力端子に接
続され、他端がスイッチＳ３を介してオペアンプ１１の出力端子に接続されている。また
、積分容量Ｃ１とスイッチＳ９の中点はスイッチＳ２を介してＡＧＮＤに接続され、積分
容量Ｃ１とスイッチＳ３の中点はスイッチＳ１０を介してＡＧＮＤに接続されている。
【０１３４】
　増幅容量Ｃ３は、その一端がスイッチＳ１４を介してオペアンプ１１の反転入力端子に
接続され、他端がスイッチＳ１２を介してオペアンプ１１の出力端子に接続されている。
また、増幅容量Ｃ３とスイッチＳ１４の中点はスイッチＳ１３を介してＡＧＮＤに接続さ
れ、増幅容量Ｃ３とスイッチＳ１２の中点はスイッチＳ１１を介してＡＧＮＤに接続され
ている。
【０１３５】
　入力端子ＴｉｎはスイッチＳ１を介して、積分容量Ｃ１とスイッチＳ３の中点に接続さ
れている。スイッチＳ２およびスイッチＳ３の機能は、それぞれ第２実施形態におけるス
イッチＳ２およびＳ３と同様である。
【０１３６】
　副ＡＤＣ５０は、オペアンプ１１の出力端子に、量子化器２０と並列に接続されている
。副ＡＤＣ５０のデジタル出力Ｌｏｕｔは量子化器２０のデジタル出力Ｍｏｕｔとともに
加算器６０に入力されている。加算器６０は、量子化器２０から出力されるＭｏｕｔと、
副ＡＤＣ５０から出力されるＬｏｕｔとを加算して最終的なデジタル出力Ｄｏｕｔとする
。副ＡＤＣ５０には一般的に知られたＡ／Ｄ変換器を採用することができる。
【０１３７】
　次に、図１２を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００の動作について説明
する。
【０１３８】
　＜サンプリング＞
　時刻ｔ４７以前のサンプリングの期間において、スイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ４，Ｓ６，Ｓ
１１，Ｓ１３がオンとされ、スイッチＳ３，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８，Ｓ９，Ｓ１０，Ｓ１２，
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Ｓ１４がオフとされている。スイッチＳ３がオフであるから、積分容量Ｃ１とオペアンプ
１１の出力端子とが互いに電気的に分離している。スイッチＳ１およびＳ２がオンしてい
るので、入力信号Ｖｉｎが積分容量Ｃ１にサンプリングされる。また、スイッチＳ１１お
よびＳ１３がオンし、スイッチＳ１２およびＳ１４がオフしているので、増幅容量Ｃ３は
オペアンプ１１から電気的に分離された上、両端がＡＧＮＤに接続されている。これによ
り、増幅容量Ｃ３は電荷が蓄積されない状態となっている。
【０１３９】
　また、ＤＡＣ３０ではスイッチＳ４およびＳ６がオンしているので、ＤＡＣ容量Ｃ２の
両端子がそれぞれＡＧＮＤに接続されている。これにより、ＤＡＣ容量Ｃ２は電荷が蓄積
されない状態となっている。
【０１４０】
　＜Ａ／Ｄ変換＞
　時刻ｔ４７においてスイッチＳ１およびＳ２がオフされてＶｉｎのサンプリングが終了
し、スイッチＳ３およびスイッチＳ９がオンされてＶｏｕｔが出力される。
【０１４１】
　時刻ｔ４７～時刻ｔ４８の動作は、第２実施形態の変形例５における時刻ｔ３７～時刻
ｔ４５の動作と同様であるため詳しい説明を省略する。時刻ｔ４８の直前における量子化
器の出力Ｍｏｕｔは、変形例５の時刻ｔ４５の直前における出力Ｄｏｕｔと同値であり、
Ｍｏｕｔ＝５である。時刻ｔ４８までに、Ｍｏｕｔに得られるＡ／Ｄ変換の分解能は４ビ
ット（１７階調）であり、本実施形態のＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔのうち上位４ビット相当
が量子化器２０によってＡ／Ｄ変換される。
【０１４２】
　時刻ｔ４８において、スイッチＳ３、Ｓ１１およびＳ１３がオフされるとともに、スイ
ッチＳ１０、Ｓ１２およびＳ１４がオンされると同時に最後の減算が実行される。これに
より、Ａ／Ｄ変換の残差に相当する電荷がすべて増幅容量Ｃ３に転送される。この時、オ
ペアンプ１１から出力されるＡ／Ｄ変換の残差Ｖｏｕｔは時刻ｔ４８以前の残差と較べて
、積分容量Ｃ１と増幅容量Ｃ３の容量値の比に応じて増幅されている。図１２の例では、
Ａ／Ｄ変換の残差が略１６倍に増幅されている。これに伴って、ロジック回路２４は、時
刻ｔ４８までのＡ／Ｄ変換結果Ｍｏｕｔを１６倍して、時刻ｔ４８以前の量子化器２０に
よるＡ／Ｄ変換の結果としてＭｏｕｔ＝８０を出力する。
【０１４３】
　時刻ｔ４９以降において、副ＡＤＣ５０によって、オペアンプ１１が出力する増幅され
た残差ＶｏｕｔをＡ／Ｄ変換する。図１２の例では、副ＡＤＣ５０からはＬｏｕｔ＝－４
が出力される。量子化器２０の出力Ｍｏｕｔ＝８０と、副ＡＤＣ５０の出力Ｌｏｕｔ＝－
４が加算器６０によって加算されることにより、最終的なＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔ＝７６
が得られる。このように、量子化器２０による上位４ビットに相当するＡ／Ｄ変換結果Ｍ
ｏｕｔと、副ＡＤＣ５０による下位４ビットに相当するＡ／Ｄ変換結果Ｌｏｕｔと、を加
算することにより、最終的なＡ／Ｄ変換結果Ｄｏｕｔには８ビットの分解能が得られる。
【０１４４】
　なお、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００は、時刻ｔ４８において、積分容量Ｃ１
のすべての電荷が増幅容量Ｃ３に転送される。そのため、積分容量Ｃ１をオペアンプ１１
から電気的に切り離しても増幅容量Ｃ３によりオペアンプ１１の出力電圧が維持される状
態にある。よって、時刻ｔ４９において、スイッチＳ９およびＳ１０をオフするとともに
、スイッチＳ１およびＳ２をオンする。これより、積分容量Ｃ１がオペアンプ１１と電気
的に切り離され、積分容量Ｃ１による入力信号Ｖｉｎのサンプリングが再び実行される。
【０１４５】
　図１２に示すように、時刻ｔ４９～時刻ｔ５０の期間には、副ＡＤＣ５０によって、ひ
とつ前のＡ／Ｄ変換に係るＡ／Ｄ変換の残差を入力とする下位ビットのＡ／Ｄ変換が実行
されている。すなわち、ひとつ前のＡ／Ｄ変換に係る下位ビットのＡ／Ｄ変換と、その次
のＡ／Ｄ変換に係る入力信号Ｖｉｎのサンプリングと、が並行して実行されている。
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【０１４６】
　次に、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００の効果について説明する。
【０１４７】
　第２実施形態およびその変形例２～５においては、Ａ／Ｄ変換分解能を高くすると、サ
イクル数が指数関数的に増加するため、高分解能のＡ／Ｄ変換を実現する場合には大きく
変換速度が低下する。これに対して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００は、下位ビ
ットのＡ／Ｄ変換を担う副ＡＤＣ５０を備えている。このため、分解能の増加に対して指
数関数的にサイクル数が増加する量子化器２０による上位ビットのＡ／Ｄ変換が受け持つ
分解能を低減し、Ａ／Ｄ変換に必要なサイクル数を大幅に低減することができる。
【０１４８】
　また、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００は、増幅容量Ｃ３を、積分容量Ｃ１とは
別体として有している。このため、副ＡＤＣ５０による下位ビットのＡ／Ｄ変換の動作中
において、積分容量Ｃ１をオペアンプ１１から切り離すことにより、並行して次のＡ／Ｄ
変換に係るサンプリングを実行することができる。さらに、時刻ｔ５１以降の次のＡ／Ｄ
変換に係る上位ビットのＡ／Ｄ変換の期間においても、副ＡＤＣ５０は次のＡ／Ｄ変換に
用いられないため、副ＡＤＣ５０を用いてひとつ前のＡ／Ｄ変換に係る下位ビットのＡ／
Ｄ変換を実行できる。そのため、入力信号Ｖｉｎのサンプリングや副ＡＤＣ５０による下
位ビットのＡ／Ｄ変換の処理時間の確保が容易で、Ａ／Ｄ変換全体のスループットを向上
することができる。
【０１４９】
　また、副ＡＤＣ５０には、一般的なＡ／Ｄ変換器を用いることができる。変換速度を高
めるために一回のサンプリングによってＡ／Ｄ変換を実行するナイキストＡ／Ｄ変換器を
副ＡＤＣ５０として用いる場合、トリミングなどの高精度化技術を必要とすることなく、
Ａ／Ｄ変換全体の変換精度を保ちつつ１０～１２ビット程度までの下位ビットのＡ／Ｄ変
換を副ＡＤＣ５０に割り当てることができる。したがって、本実施形態においては、副Ａ
ＤＣ５０の変換精度に起因するＡ／Ｄ変換の誤差の増大を抑制しつつ、量子化器２０によ
る上位ビットのＡ／Ｄ変換のサイクル数を大幅に削減することができ、その結果、Ａ／Ｄ
変換の速度を大幅に向上することができる。
【０１５０】
　また、ＤＡＣ容量Ｃ２と増幅容量Ｃ３との比精度に起因するＡ／Ｄ変換の非線形性誤差
は、量子化器２０による上位ビットのＡ／Ｄ変換の分解能を高めることによって小さくで
きる。そのため、上位ビットのＡ／Ｄ変換に、その非線形性誤差が副ＡＤＣ５０に割り当
てる分解能に対応する精度よりも十分小さくなる程度の分解能を割り当てることで、上位
ビットのＡ／Ｄ変換の非線形性誤差がＡ／Ｄ変換全体の精度に与える影響を十分小さくで
きる。例えばＡ／Ｄ変換全体の分解能が１６ビットの場合には、下位ビットのＡ／Ｄ変換
に１０～１２ビットの分解能を副ＡＤＣ５０に割り当て、量子化器２０による上位ビット
のＡ／Ｄ変換に４～６ビットの分解能を割り当てればよい。
【０１５１】
　これにより、トリミングなどの高精度化技術を必要とすることなく、高い精度を維持し
ながらＡ／Ｄ変換の速度を大幅に向上することができる。
【０１５２】
　（第４実施形態）
　第３実施形態では、積分器４０が増幅容量Ｃ３を用いてＡ／Ｄ変換の残差を増幅し、増
幅した残差を副ＡＤＣ５０によってＡ／Ｄ変換する構成について説明した。これに対して
、本実施形態では、図１３に示すように、増幅容量Ｃ３を有することなくＤＡＣ容量Ｃ２
を用いてＡ／Ｄ変換の残差を増幅し、副ＡＤＣ５０によって増幅された残差のＡ／Ｄ変換
を行う構成について説明する。
【０１５３】
　最初に、図１３を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００の概略構成につい
て説明する。
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【０１５４】
　図１３に示すように、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００は、積分器７０と量子化
器２０とＤＡＣ３０と副ＡＤＣ５０と加算器６０とを備えている。ＤＡＣ３０については
上記した各実施形態および各変形例と同様であるから、その詳しい説明を省略する。また
、量子化器２０については第３実施形態と同様である。
【０１５５】
　本実施形態における積分器７０は、第２実施形態における積分器１０に加えてスイッチ
Ｓ１０を有している。スイッチＳ１０は、積分容量Ｃ１とスイッチＳ３の中点とＡＧＮＤ
との間に介在している。スイッチＳ１０は第３実施形態におけるスイッチＳ１０と同様の
動作および機能を奏するものであるから、第３実施形態と同一の符号で示している。
【０１５６】
　さらに、このＡ／Ｄ変換器４００は、図１３に示すように、積分器７０におけるオペア
ンプ１１の出力端子と、ＤＡＣ３０におけるスイッチＳ６～Ｓ８とＤＡＣ容量Ｃ２の中点
と、がスイッチＳ１５を介して接続されている。そのため、スイッチＳ１～Ｓ４およびス
イッチＳ６～Ｓ８をオフした上で、スイッチＳ５、スイッチＳ１０およびスイッチＳ１５
をオンすることにより、積分容量Ｃ１の電荷をＤＡＣ容量Ｃ２に転送することができる。
【０１５７】
　本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００は、積分器７０およびスイッチＳ１５を除き第
３実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００と同様の構成となる。
【０１５８】
　次に、図１４を参照して、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器３００の動作について説明
する。
【０１５９】
　＜サンプリング＞
　図１４に示す時刻ｔ５２以前および時刻ｔ５５～時刻ｔ５６の間のサンプリングの期間
は、スイッチＳ１０およびスイッチＳ１５がオフされており、第２実施形態の変形例５に
おけるサンプリングの期間と同様の動作であるため、詳しい説明は省略する。
【０１６０】
　＜Ａ／Ｄ変換＞
　時刻ｔ５２においてスイッチＳ１およびＳ２がオフされて入力信号Ｖｉｎのサンプリン
グが終了し、スイッチＳ３がオンされてＶｏｕｔが出力される。時刻ｔ５２～時刻ｔ５３
の動作は、第３実施形態における時刻ｔ４７～時刻ｔ５１の間の動作と同様であるため、
詳しい説明を省略する。
【０１６１】
　時刻ｔ５３において、スイッチＳ４がオフされるとともにスイッチＳ５がオンされ、最
後の減算が実行される。また、時刻ｔ５４において、スイッチＳ５がオフされてスイッチ
Ｓ４がオンされるとともにスイッチＳ６がオンされ、ＤＡＣ容量Ｃ２の電荷がリセットさ
れる。時刻ｔ５５において、スイッチＳ６がオフされるとともに、スイッチＳ１０および
Ｓ１５がオンされる。これにより、時刻ｔ５３までのＡ／Ｄ変換の残差に相当する積分容
量Ｃ１に残存した電荷がすべてＤＡＣ容量Ｃ２に転送され、Ａ／Ｄ変換の残差の増幅が行
われる。
【０１６２】
　第３実施形態の時刻ｔ４８においては、最後の減算と同時にＡ／Ｄ変換の残差の増幅が
実行されるが、本実施形態においては、減算に用いるＤＡＣ容量Ｃ２を用いて残差の増幅
を実行するため、時刻ｔ５４に最後の減算サイクルを終えてから、ＤＡＣ容量Ｃ２の電荷
をリセットした上で、時刻ｔ５５以降に残差の増幅を開始する。時刻ｔ５５～時刻ｔ５６
の間に、増幅されたＡ／Ｄ変換の残差が副ＡＤＣ５０に転送される。転送された残差は、
時刻ｔ５５以降に副ＡＤＣ５０によってＡ／Ｄ変換される。量子化器２０の出力Ｍｏｕｔ
および副ＡＤＣ５０の出力Ｌｏｕｔから、８ビットの分解能を持つ最終的なＡ／Ｄ変換結
果Ｄｏｕｔ＝７６を得る動作は、第３実施形態と同様であるため詳細な説明は省略する。
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【０１６３】
　時刻ｔ５６において、スイッチＳ１０およびＳ１５がオフされるとともにスイッチＳ６
がオンされる。また、スイッチＳ３がオフの状態のまま、スイッチＳ１およびスイッチＳ
２がオンされることによって、時刻ｔ５２以前と同様に、積分容量Ｃ１を用いて次のＡ／
Ｄ変換に係るサンプリングが開始される。
【０１６４】
　時刻ｔ５７以降は、次のＡ／Ｄ変換に係る量子化器２０による上位ビットのＡ／Ｄ変換
の期間であり、Ａ／Ｄ変換器４００の動作は時刻ｔ５２から時刻ｔ５６に至る期間と同様
である。時刻ｔ５５～時刻ｔ５９の期間は、副ＡＤＣ５０は、時刻ｔ５６以降に実行され
る次のＡ／Ｄ変換には使われない。すなわち、時刻ｔ５６から時刻ｔ５９に至る期間では
、ひとつ前のＡ／Ｄ変換に係る下位ビットのＡ／Ｄ変換と、その次のＡ／Ｄ変換に係る入
力信号Ｖｉｎのサンプリングおよび上位ビットのＡ／Ｄ変換と、が並行して実行されてい
る。
【０１６５】
　次に、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００の効果について説明する。
【０１６６】
　本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００は、下位ビットのＡ／Ｄ変換を担う副ＡＤＣ５
０を備えている。このため、第３実施形態と同様に、量子化器２０による上位ビットのＡ
／Ｄ変換に必要なサイクル数を低減することができる。
【０１６７】
　また、本実施形態におけるＡ／Ｄ変換器４００は、Ａ／Ｄ変換の残差の副ＡＤＣ５０へ
の転送が完了した時点で、第３実施形態と同様に、副ＡＤＣ５０による下位ビットのＡ／
Ｄ変換と並行して次のＡ／Ｄ変換に係るサンプリングおよび上位ビットのＡ／Ｄ変換を行
うことができる。したがって、Ａ／Ｄ変換のスループットを向上することができる。
【０１６８】
　また、本実施形態のＤＡＣ容量Ｃ２は第３実施形態における増幅容量Ｃ３の機能を兼ね
るように構成されている。このため、必要な容量素子の数を削減できるとともに、ＤＡＣ
容量Ｃ２と増幅容量Ｃ３との容量値の比精度に起因するＡ／Ｄ変換の非線形性誤差が発生
しない。
【０１６９】
　（その他の実施形態）
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記した実施形態にな
んら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々変形して実施す
ることが可能である。
【０１７０】
　上記した各実施形態および各変形例では、４ビットや８ビットのような、所定のビット
数のＡ／Ｄ変換を例に説明したが、Ａ／Ｄ変換器１００～４００は任意のビット数に対し
て適用可能である。
【０１７１】
　また、上記した各実施形態および各変形例では、入力信号Ｖｉｎのサンプリングの期間
において、ＤＡＣ容量Ｃ２あるいは増幅容量Ｃ３をリセットするように各スイッチが動作
する構成について例示したが、各スイッチの動作は、本発明の主旨を逸脱しない範囲にお
いて、任意に設計することができる。
【０１７２】
　上記した各実施形態では、簡略化のため増幅器としてシングルエンドのオペアンプ１１
を用いる例について説明したが、シングルエンドのオペアンプに代えて差動のオペアンプ
を用いてＡ／Ｄ変換器１００～４００を構成することもできる。
【符号の説明】
【０１７３】
１０…積分器，２０…量子化器，３０…Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ），１００…Ａ／Ｄ変換器
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，Ｃ１…積分容量，Ｃ２…ＤＡＣ容量

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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